
「あきたこまち」の生育栄養診断基準と栽培法 (一部改定)

(農試環境部 ・技術部)

背景とねらい

「あきたこまちどの栄養診断基準は、
・
昭和62年度指導上の参考に供しているが、診断にあた

っては稲体乾物重 ・窒素濃度の測定が必要なため、圃場でできる簡易な診断法が求められてい

た。そこで、草丈 ・茎数などの生育調査データから穂肥の要否判定を行う基準を策定したので

参考に供する。また、幼穂形成期における現行の栄養診断基準を昭和63年以降のデータを考慮

して改定した。

技術内容

(1)現 行の幼形期の栄養診断基準を以下のように変更した。

窒素濃度(%)

窒素吸収量(g/nf)

カラースケール在直

1 . 6～2.0

5 . 5 ～7 . 0

4 . 7 ～5 . 4

3 6～4 2

(2)幼 穂形成期の簡易栄養診断基準と補肥の要否判定
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診断区分がAま たはA～ Bで あっても葉色が基準値を超えている場合、あるいは幼形期以降に

極端な低温が予想される場合は幼形期追肥を控える。逆に診断区分がCま たはB～ Cで あっても

葉色が基準値に満たない場合は追肥することが望ましい。 ま た、対象圃場の施肥 ・土壌管理、

過年次の生育状況等を考慮する。

工 幼 穂形成期の(草丈×茎数×葉色値)による簡易栄養診断早見表

診断区分

車丈×茎数×葉色値)

3 指 導上の留意事項

(1)葉 色の測定は従来行通リカラースケール ・SPAD棄 緑素計を使用した方法で行う。

(2)7月 上旬から幼穂形成期にかけて稲体の窒素濃度は0.5～1.4%(平均約1%)低下する。7

月上旬に窒素濃度が2.4%以下の場合、または3.0%以上の場合は幼穂形成期の窒素濃度が

基準値からはずれることが多いので、それぞれつなぎ肥や追肥の省略を検討する。

(3)収 量構成要素等の基準値は既存の指標通りであるが、ポ籾数については現行の基準値の

他に下限と上限をそれぞれ28千粒、37千粒として幼穂形成期の診断基準を策定した。
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